
1回目

４価

2回目

４価 ４価
3回目

１回目から６か月
（ただし、２回目から３か月以上空けること）２か月

4価（ガーダシル）

1回目

４価

2回目

４価 ４価

3回目

２回目から３か月以上１か月以上

標準的な接種間隔（但し書き付）

予防接種実施規則に定められた接種間隔（＝最短の接種間隔）

３回全て４価で接種する場合
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９価ワクチンの接種回数について

回数 条件

２回
・1回目の接種が15歳未満

かつ

・2回目の接種が1回目から5か月以上空いている

３回 上記以外の場合
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1回目

９価

2回目

９価

１回目から６か月後

９価（シルガード9）
２回接種

1回目

９価

2回目

９価

１回目から５か月以上

標準的な接種間隔

予防接種実施規則に定められた接種間隔（＝最短の接種間隔）

※１回目の接種が15歳未満+2回目接種が
１回目から5か月以上の場合のみ

※１回目の接種が15歳未
満の場合のみ

※１回目の接種が15歳未
満の場合のみ

２回全て９価で接種する場合

２回目を5か月未満
で接種した場合は、
３回接種で完了。

注意
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1回目

９価

2回目

９価 ９価
3回目

１回目から６か月
（ただし、２回目から３か月以上空けること）

２か月

９価（シルガード9）
３回接種

1回目

９価

2回目

９価 ９価

3回目

２回目から３か月以上１か月以上

標準的な接種間隔（但し書き付）

予防接種実施規則に定められた接種間隔（＝最短の接種間隔）

３回全て９価で接種する場合

（２回接種対象者以外　）
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※１回目の接種が15歳以上、
または、2回目接種が１回目から5か月未満　で３回接種になった場合

※



交互接種について

• 原則は同一ワクチンで接種すること

• ９価の交互接種は医師の判断に基づき実施可能

• 交互接種は、計３回で接種完了

• ２価と４価の交互接種は、過去の接種歴が不明な場合を

除き、原則不可

• 交互接種は、①２価or４価ー９価ー９価

②２価or４価ー２価or４価ー９価

14



1回目

２価または
４価

2回目

９価

3回目

１回目から６か月
（ただし、２回目から３か月以上空けること）

1回目 2回目

９価

3回目

２回目から３か月以上

標準的な接種間隔（但し書き付）

予防接種実施規則に定められた接種間隔（＝最短の接種間隔）

２価または
４価

９価

２か月

１か月以上

９価

交互接種①

２・３回目を９価で接種(４価-９価-９価、２価-９価-９価)
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1回目

２価または
４価

2回目

９価

3回目

１回目から６か月
（ただし、２回目から３か月以上空けること）
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交互接種②

1回目 2回目

９価

3回目

２回目から３か月以上

標準的な接種間隔（但し書き付）

予防接種実施規則に定められた接種間隔（＝最短の接種間隔）

２価または
４価

２価または
４価

２価または
４価

３回目を９価で接種（４価-４価-９価、２価-２価-９価）

２価ー２価：１か月
４価ー４価：２か月

１か月以上




